
 

10   

昭
和
五
十
六
年
十
一
月
十
二
日
提
出 

質

問

第

一

〇

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

武
器
輸
出
と
日
米
軍
事
技
術
協
力
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

衆 

議 

院 

議 

長 

福 

田 
 

一 

殿 

昭
和
五
十
六
年
十
一
月
十
二
日 

提 

出 

者 

横 

山 

利 

秋 
 

 
 

土 

井 

た 

か 

子 
 

 
 

上 

原 

康 

助 
 

 
 

清 

水 
 

勇 

一 

 



 

武
器
の
日
米
共
同
開
発
・
生
産
及
び
日
本
の
軍
事
技
術
の
対
米
供
与
問
題
に
つ
い
て
、
す
で
に
日
米
政
府
部
内 

 
 

で
検
討
さ
れ
て
い
る
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
と
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
、
武
器
輸
出
に
関
す
る
政
府
の
統
一
見
解
及
び
国
会
に
お
け 

 
 

る
決
議
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
政
府
の
答
弁
を
求
め
る
。 

一 

武
器
の
日
米
共
同
開
発
・
生
産
及
び
日
米
軍
事
問
題
は
、
「
い
つ
」
、
「
ど
こ
で
」
、
「
だ
れ
と
だ
れ
と
の
間
」
で 

 
 

「
ど
ち
ら
側
」
か
ら
「
ど
の
よ
う
な
内
容
」
の
話
合
い
が
な
さ
れ
た
か
、
明
ら
か
に
せ
よ
。 

二 

軍
事
技
術
対
米
供
与
問
題
に
関
し
、
防
衛
庁
和
田
装
備
局
長
は
、
九
月
訪
米
し
、
デ
ラ
ワ
ー
国
防
次
官
と
会 

 
 

談
し
た
。
訪
米
す
る
前
、
こ
の
問
題
で
「
事
務
的
に
関
係
各
省
庁
と
打
ち
合
せ
を
行
つ
た
」
と
の
国
会
答
弁
が
な 

 
 

さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
省
庁
と
ど
の
よ
う
な
内
容
の
打
ち
合
せ
を
行
つ
た
か
、
明
ら
か
に
せ
よ
。 

 
武
器
輸
出
と
日
米
軍
事
技
術
協
力
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
お
い
て
、
「
装
備
、
資
材
、
役
務
そ
の
他
の
援

助
を
…
…
…
使
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る
が
、
米
国
側
か
ら
日
本
に
対
し
、
具
体
的
な
軍
事
技
術
名 

 
 

を
挙
げ
要
求
し
て
き
た
と
し
て
も
、
協
定
上
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
は
生
じ
ず
、
あ
く
ま
で
も 

 
 

応
ず
る
か
ど
う
か
は
、
政
府
の
高
度
な
政
治
判
断
に
外
な
ら
な
い
。 

三 
外
務
省
松
田
北
米
局
審
議
官
は
、
「
（
武
器
輸
出
三
原
則
に
つ
い
て
）
米
国
と
の
関
係
は
、
そ
の
他
の
国
と
異 

 
 

な
つ
た
別
の
法
的
、
条
約
的
側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
安
保
条
約
に
基
づ
く
地
位
協
定
、
ま
た
日
米
相
互
防 

 
 

 

衛
援
助
協
定
に
よ
つ
て
、
日
米
相
互
に
武
器
関
連
の
援
助
を
行
い
合
う
規
定
が
あ
る
」
と
国
会
で
述
べ
て
い
る 

 
 

が
、
こ
の
答
弁
を
見
る
限
り
、
武
器
輸
出
三
原
則
の
適
用
に
関
し
て
、
米
国
は
他
の
諸
国
と
お
の
ず
か
ら
異
な 

 
 

る
と
政
府
は
解
し
て
い
る
の
か
。 

一
方
、
武
器
輸
出
三
原
則
は
、
佐
藤
内
閣
以
来
歴
代
内
閣
の
政
策
で
あ
り
、
第
九
十
四
回
国
会
に
お
い
て
も 

 
 

武
器
輸
出
問
題
等
に
関
す
る
決
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
意
味
か
ら
武
器
輸
出
三
原
則
は
、
国
民
世
論
に
支
持
さ 

 
 

四 

 



 

五 

最
近
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
「
対
米
武
器
輸
出
」
に
関
す
る
政
府
見
解
案
な
る
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

れ
た
重
要
な
基
本
的
な
政
策
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
米
安
保
条
約
第
三
条
に
基
づ
き
対
米
武
器
輸
出
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か 

 
 

 

し
、
こ
の
第
三
条
の
由
来
は
バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
に
あ
り
、
安
保
条
約
審
議
の
際
も
、
こ
の
条
項
で
具
体
的 

 
 

な
義
務
を
負
う
も
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
我
が
国
の
自
主
的
判
断
で
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い 

 
 

た
。 そ

う
で
あ
る
な
ら
、
米
国
に
軍
事
技
術
を
輸
出
す
る
か
ど
う
か
の
政
府
判
断
は
、
国
是
た
る
武
器
輸
出
三
原 

 
 

則
が
優
先
す
る
の
が
当
然
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
は
、
米
国
に
対
し
て
軍
事
技
術
供
与
を
含
む
武
器
輸
出
を
行 

 
 

う
意
向
が
あ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 

こ
の
条
項
は
、
あ
く
ま
で
も
「
憲
法
上
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
」
武
力
攻
撃
に
抵
抗
す
る
能
力
の 

 

維
持
発
展
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
第
三
条
に
基
づ
き
武
器
を
輸
出
す
る
場
合
も
政
府
の
政
治
的
判
断
に 

 

五 

 



 

六 

従
来
政
府
は
、
武
器
輸
出
に
つ
い
て
は
三
原
則
統
一
見
解
、
国
会
決
議
は
適
用
さ
れ
る
と
答
弁
し
て
い
る 

 
 

 

が
、
前
記
の
「
政
府
見
解
案
」
な
る
も
の
に
よ
れ
ば
、
「
（
米
国
へ
の
）
武
器
輸
出
は
、
そ
も
そ
も
三
原
則
・
統
一 

 
 

 

方
針
が
取
り
扱
つ
て
い
る
武
器
輸
出
と
は
次
元
の
異
な
る
（
枠
外
の
）
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
武 

 
 

器
輸
出
に
米
国
向
け
と
そ
の
他
向
け
と
分
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
米
国
に
関
す
る
限
り
、
武
器
輸
出
三
原 

 
 

則
並
び
に
統
一
見
解
は
適
用
し
な
い
と
考
え
る
の
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 

七 

協
定
に
基
づ
き
一
九
六
三
年
十
一
月
十
四
日
、
大
平
外
相
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
駐
日
米
大
使
と
の
間
で
「
防
衛 

 
 

目
的
の
た
め
の
技
術
的
資
料
及
び
情
報
の
交
換
に
関
す
る
書
簡
」
が
取
り
交
わ
さ
れ
、
協
定
第
一
条
第
一
項
に 

 
 

い
う
「
細
目
取
極
」
が
米
国
防
総
省
と
防
衛
庁
間
で
同
年
十
一
月
十
五
日
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
取
極
本
文
及
び 

 
 

附
属
書
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

よ
る
も
の
で
あ
り
、
武
器
を
輸
出
す
る
条
約
上
の
権
利
義
務
は
生
じ
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
、
政
府
の
見
解
を 

 
 

述
べ
よ
。 

六 

 



 

九 

汎
用
技
術
で
あ
つ
て
も
軍
事
転
用
可
能
で
あ
り
、
明
ら
か
に
武
器
の
用
途
に
供
す
る
目
的
を
持
つ
た
も
の
で 

 

あ
れ
ば
、
当
然
武
器
輸
出
三
原
則
に
い
う
武
器
の
範
ち
ゆ
う
に
入
る
と
解
す
べ
き
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を 

 
 

明
ら
か
に
せ
よ
。 

八 
す
で
に
附
属
書
に
は
、
日
米
両
当
事
者
間
で
合
意
し
た
具
体
的
な
武
器
又
は
軍
事
技
術
が
記
載
さ
れ
て
い
る 

 

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
米
国
に
輸
出
す
る
場
合
、
武
器
輸
出
三
原
則
に
抵
触
し
な
い
の
か
。
ま
た
、
過
去
、 

 
 

 

協
定
に
基
づ
い
て
米
国
に
武
器
を
輸
出
し
た
例
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
る
な
ら
そ
の
数
量
、
金
額
、
種
類
及 

 
 

び
企
業
名
を
明
示
せ
よ
。 

十
一 

外
務
省
北
米
局
浅
尾
局
長
は
、
「
在
日
米
軍
の
武
器
調
達
は
、
昭
和
三
十
六
年
以
降
な
い
」
と
国
会
で
述
べ 

 
 

十 

地
位
協
定
第
十
二
条
に
お
い
て
、
在
日
米
軍
は
資
材
、
需
品
、
備
品
及
び
役
務
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る 

 
 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
達
は
、
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
が
生
ず
る
の
か
ど
う
か
、
外
務
省
の
解
釈
を
明 

 
 

示
せ
よ
。 

七 

 



 

十
五 

堀
田
ハ
ガ
ネ
事
件
に
つ
い
て
、
政
府
は
輸
出
貿
易
管
理
令
違
反
で
あ
る
と
国
会
で
答
弁
し
て
い
る
が
、
神 

 
 

戸
地
検
に
お
い
て
不
起
訴
処
分
に
さ
れ
た
。 

十
四 

昭
和
五
十
一
年
の
武
器
輸
出
三
原
則
の
政
府
統
一
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
三
原
則
対
象
地
域
以
外
の
地
域
に
つ 

 

い
て
は
、
憲
法
及
び
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
の
精
神
に
の
つ
と
り
、
武
器
の
輸
出
を
慎
む
も
の
と
す 

 

る
。
」
と
あ
る
。
「
慎
む
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十
三 

高
速
演
算
素
子
（
Ｖ
Ｈ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
）
、
低
損
失
光
通
信
用
フ
ァ
イ
バ
ー
な
ど
日
本
の
先
端
技
術
は
、
民
間
企
業 

 
 

が
開
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
民
間
企
業
に
対
し
対
米
供
与
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
も
し
で
き
る
と 

 
 

す
る
な
ら
そ
の
法
的
根
拠
を
明
示
せ
よ
。 

十
二 

防
衛
庁
が
独
自
に
開
発
し
た
軍
事
技
術
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
る
な
ら
そ
の
種
類
を
列
挙
せ
よ
。 

て
い
る
が
、
昭
和
三
十
六
年
以
前
の
調
達
の
数
量
、
金
額
、
種
類
及
び
企
業
名
を
明
示
せ
よ
。 

こ
の
「
慎
む
」
地
域
と
し
て
は
、
米
国
、
中
国
及
び
韓
国
を
も
当
然
含
む
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
か
。 

八 

 



 

 

九 

こ
の
こ
と
は
、
武
器
半
製
品
輸
出
を
現
行
の
貿
管
令
違
反
で
起
訴
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ 

 

れ
、
今
後
、
武
器
半
製
品
の
輸
出
が
多
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
輸
出
貿
易
管
理
令
を
改
正
し
、
こ 

 
 

 

の
種
の
輸
出
を
厳
格
に
規
制
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


